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監 査 対 象 機 関 監 査 実 施 年 月日 監査結果公表年月日

公益財団法人岡山県林業振興基 平成31年１月25日 平成31年３月26日

金

監査の結果（指摘事項）

財務諸表が，公益法人会計基準等に基づき，適正に作成されていない。

措置の状況

平成30年度決算については，公認会計士の指導を受け，公益法人会計基準等

に基づいて適正な財務諸表を作成した。

今後も，必要に応じて公認会計士等の指導を受け，適正な財務諸表の作成を

徹底する。

公益財団法人岡山県育英会 平成31年１月23日 平成31年３月26日

監査の結果（指摘事項）

奨学金に係る未収償還金が，前年度末に比べ約3,740万円増加し，平成29年

度末の残高は265,039,795円であり，多額となっている。

措置の状況

未収償還金の回収については，文書・電話・訪問による督促を繰り返し行う

とともに，対応が不誠実な長期滞納者に対しては法的措置等を講じ，また，経

済的な理由により返還が困難な者に対しては，個々の状況に応じて分納を推奨

する等，回収に努めている。

貸与段階においては，学校担当者と連携し 「返還金が次の奨学金の原資に，

なる」という奨学金制度の周知に努めるほか，平成30年度からは，申請段階で

奨学金返還等についての「事前確認書」の提出を求め，返還意識の向上を図っ

ている。

また，新たに返還を開始する者及び毎月払込書により返還している者に対し

ては，文書により口座振替を案内している。

平成29年度からは，専門員の配置により，電話連絡を迅速かつ細やかに実施

できる回収体制を整備して新たな未収償還金の発生防止に努めており，平成30

年度からは，新たに弁護士法人へ債権回収を委託し，これまで連絡がつかなか

った滞納者へ接触して分納を開始させるなど成果が出始めているところであ
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る。

なお，さらなる対策について，理事会及び評議員会で議論しており，今後，

滞納者の傾向について分析を行い，より効率的な未収償還金の解消に努めるこ

ととしている。

渋川みらい創造プロジェクト 平成31年２月15日 平成31年３月26日

監査の結果（指摘事項）

， ， ，指定管理者として 包括協定に規定のある区分経理が行われておらず また

県に提出した事業報告書の中で，指定管理に係る収支決算書が適正に作成され

ていない。

措置の状況

平成31年４月から，会計帳簿について振分けを明確にしたものに見直しする

など区分経理を徹底するとともに，会計処理の経験が豊富なスタッフを総務課

に１名増員した。

収支決算書については，平成30年度分の決算から，代表企業である国際ライ

フパートナー株式会社の顧問税理士による確認を受けたうえで県に報告するこ

ととした。

また，現場と国際ライフパートナー株式会社本社のいずれにおいても定期的

（月ごと及び四半期ごと）に会計処理の確認を行い，数字の不備がないよう徹

底する。
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